
いじめ防止基本方針 

２０２５．４．１改訂  

                                        石川県立金沢錦丘中学校  

１ いじめの定義 

・児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与え

る行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為

の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。  

 
 

２ いじめ対応の基本方針 

・いじめはどこでも起こりうる、どの子も被害者にも加害者にもなりうるという

事実を踏まえ、生徒の尊厳が守られ、生徒をいじめに向かわせないための未然

防止に、学校長のリーダーシップの基、全ての教職員が取り組む。  

 
 

３ いじめの防止等に関する本校の措置  

・道徳教育等の充実  

・早期発見のための措置（定期的なアンケートなど小さなサインを見逃さない）  

・相談体制の整備 

・インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進  

 
 

４ いじめが発生した際の本校が講ずる措置 

・いじめの事実確認と設置者への結果報告  

・いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援  

・いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言  

・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める案件は、警察と

連携 

 
 

５ 重大事態に対する対応  

令和６年改訂「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に準じ、以下

の取組を行う。 

・速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う。  



・調査を行った時は、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、必要な情報を

適切に提供する。 

・重大事態が発生した旨を設置者に報告する。 

・必要と認めるときは調査の再調査を行い、また、その結果を踏まえて必要な措

置を講ずる。 

 
 

【重大事態とは】 

・いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認めるとき 

・いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあると認めるとき  

 

６ いじめに対する校内体制  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いじめ対応アドバイザー 
学識経験者 弁護士 医師 臨床心理士 警察ＯＢ 
退職校長 等 

 
 
・いじめを見逃さない学校づく
り 
・学校や教職員の対応力向上 
・風通しのよい学校づくり 

平時からのいじめ対策 

校長 教頭 教務主任 
・生徒指導主事 
・教育相談担当者 
・養護教諭 
・学年主任 
・部活動担当者 
・生徒会担当者 
・スクールカウンセラー 
・スクールソーシャルワーカー  
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依頼 

 
情報収集・共有 対応策の検討 

役割分担 報告・説明 評価・再検討 

個別案件対応班 

石川県教育委員会 
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